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教職課程の基準の見直しに関する提言 

 

 

① 「教職課程の基準に関する検討事項について」 

（平成 30 年 12 月 17 日中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会課程認定委員会） 

 

これまでの教職課程認定の審査等を踏まえ、本委員会としては、教職課程の水準

の維持・向上及びその効果的・効率的な実施等を図る観点から、教職課程の基準に

関し、特に以下の点を中心に検討を行うことが適当と考える。 

 

１．複数の学科等間の複数の教職課程における授業科目の共通開設の拡大について 

教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）4-9(1)による中学

校及び高等学校の「教科に関する専門的事項」に開設する授業科目の共通開設 

２．課程認定後も全学的に教職課程の質を保証し、向上させるための継続的な仕組

みについて 

 

 

➁「免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議 報告書」 

（平成 30 年 9 月 18 日） 

 

三．‐２．‐（２）養成・採用・研修等の対応 
教科によっては、当該教科の教職課程の認定を受けた大学が存在しなくなってい

る県もあり、このような場合には、現職の教員の研修にも影響することが懸念され

る。特に国立教員養成大学・学部については、「教員需要の減少期における教員養

成・研修機能の強化に向けて」（平成 29 年 8 月 29 日国立教員養成大学・学部、大

学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書）を踏まえ、近隣の大学との連携・

協力などにより採用数の少ない教科についても養成・研修機能の強化、効率化を進

めることが求められる。こうした取組を促すため、文部科学省においては、教職課

程の設置に関し大学間の連携・協力を促進する仕組みを検討すべきである。 
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③「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」 

（平成 30 年 11 月 26 日中央教育審議会答申） 

 

Ⅱ．‐３．多様で柔軟な教育プログラム 
（多様で柔軟な教育プログラム） 
 各大学等が多様な教育プログラムの提供を実現するため、時代の変化に応じ、従

来の学部・研究科等の組織の枠を越えて、迅速かつ柔軟なプログラム編成ができる

ようにすることが必要である。これにより、例えば学部・研究科等の組織の枠を越

えて幅広い分野から文理横断的なプログラムの編成等が可能となる。 
その際、適正な履修ガイダンスを前提として、学生が、所属する学部・研究科等

の組織を越えて、幅広い授業科目の中から柔軟に選択できるようにするなど、学修

者の視点から履修の幅を広げるような取組も重要である。 
また、複数の大学等の人的・物的リソースを効果的に共有することで、一つの大

学では成し得ない多様な教育プログラムを提供することができるよう、単位互換等

の制度運用の改善を行うことも必要である。 
＜具体的な方策＞ 
学位プログラムを中心とした大学制度 
○ 大学には、教員と学生が所属する学部等の組織を置くこととされている

が、大学が自らの判断で機動性を発揮し、学内の資源を活用して学部横断

的な教育に積極的に取り組むことができるよう「学部、研究科等の組織の

枠を越えた学位プログラム」を新たな類型として設置を可能とする。 
○ この場合、学部等の専任教員が「学部、研究科等の組織の枠を越えた学位

プログラム」においても専任教員として教育に携わることができることと

する。 
○ 特に工学分野において、学部等全体で教員編制を行い、複数の専攻分野を

組み合わせた教育課程の編成等を促進するための制度改正を先行して実施

した。 
大学間の連携による教育プログラムの多様化 
○ 大学は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設する必

要がある。一方で、他大学等の単位を一定の範囲内で自大学の単位としてみな
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し得る「単位互換制度」が設けられており、その具体的な運用は各大学の判断

に委ねられている。単位互換制度が大学間連携の促進や教育改革のためのツー

ルとして適切かつ積極的な運用が行われるよう、基本的な考え方を改めて明示

する。 
 
Ⅱ．‐４．多様性を受け止める柔軟なガバナンス等 
さらに、これらの各大学におけるマネジメント機能や経営力を強化する取組に加

え、複数の大学等の人的・物的リソースを効果的に共有すると同時に教育研究機能

の強化を図るため、一法人一大学となっている国立大学の在り方の見直し、私立大

学における学部単位等での事業譲渡の円滑化、国公私立大の枠組みを越えて大学等

の連携や機能分担を促進する制度の創設など、定員割れや赤字経営の大学の安易な

救済とならないよう配意しつつ、大学等の連携・統合を円滑に進めることができる

仕組みや、これらの取組を促進するための情報の分析・提供などの支援体制の構築

など実行性を高める方策について検討することが必要である。 
＜具体的な方策＞ 
大学等の連携・統合の促進 
 ３．国公私立の枠組みを越えた連携の仕組み 

○ 国公私立の設置形態の枠組みを越えて、大学等の機能の分担及び教育研

究や事務の連携を進めるなど、各大学等の強みを活かした連携を可能とす

る制度（大学等連携推進法人（仮称））を導入する。その際、連携を推進す

るための制度的な見直し（例えば、単位互換制度に関連して全ての科目を

自大学で開設するという設置基準の緩和 等）を、質の保証に留意しつつ、

併せて検討する。なお、定員割れや赤字経営の大学の安易な救済とならな

いよう配意する。 
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④「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」 

（平成 27 年 12 月中央教育審議会答申） 

 

４．‐（３）‐③教職課程の質の保証・向上 
◆ 全学的に教職課程を統括する組織の設置について努力義務化する。 
◆ 教職課程における自己点検・評価の実施を制度化する。 
◆ 教職課程の第三者評価を支援・促進するための方策について検討する。 
◆ 国、教育委員会、大学等は、教職課程の科目と担当する大学教員について、

学校現場体験等の実践的な内容や新たな教育課題に対応した FD などを実施す

る。また、大学と教育委員会等が連携し、人事上の工夫等により教職課程にお

ける実務家教員を育成、確保する。 
 
ア 教職課程を統括する組織の設置 
中央教育審議会答申等において，従来より教職課程を置く大学においては，教員

養成カリキュラム委員会を設置し，教職課程のカリキュラムの充実や複数の教職課

程間における科目の調整，教育実習の適切な実施，教育委員会との連携によるカリ

キュラムの改善等を図ることを提言している。 
このようなことから，多くの大学においては教員養成カリキュラム委員会等の設

置が進捗している。また，上記のような機能に加え，学生への教職指導や教職課程

を担当する教員に対する FD の実施，学校インターンシップ等の企画・実施等の機

能を備えた教職支援センター等の組織を設置している例もある。 
これらの組織は，教職課程の内容，学修量，成績評価基準の統一など，効率的・

効果的な教職課程の全学的な実施や教職課程の質の維持・向上のために極めて有効

である。また，前述の学部等の教育課程全体を通じた教員の養成を行うため，これ

らの組織が中心となって必要な取組を進めていくことが期待される。 
こうしたことから，教職課程を置く大学における教員養成カリキュラム委員会や

教職支援センター等の整備状況を踏まえつつ，全学的に教職課程を統括する組織の

設置について努力義務化することが適当である。 
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イ 教職課程の評価の推進 
教職課程の質保証の仕組みとしては，大学が教職課程を開設する際に受ける教員

養成部会課程認定委員会による課程認定の審査及び教職課程の設置後に課程認定

委員会の委員等により行われる教職課程実地視察がある。 
教職課程実地視察については，各大学の教職課程水準の維持・向上のために有効

であるが，現在の実施体制では１年間の視察数に限りがあることから，教職課程実

地視察の体制の整備・充実を図ることが適当である。 
また，教職課程の水準の向上を図るためには，教職課程に関する PDCA サイク

ルが適切に機能することが必要である。このため，まずは教職課程における自己点

検・評価の実施を制度化することが適当である。 
現在，教職大学院では，他の専門職大学院と同様に，法令に基づき，５年以内ご

とに，教職大学院の目的に照らし，教育課程，教員組織その他の教育研究活動の状

況について，認証評価団体による評価を受けることが法令上義務付けられており，

一般財団法人教員養成評価機構がこれを担っている。 
同機構による認証評価においては，国私立大学の大学関係者，外部有識者による

訪問調査を含めたピアレビューを行い，評価基準に適合していると認められた場合

は適格認定を行い，その評価結果はウェブサイト等で公表されている。 
一方で，学士課程における教員養成教育の評価については，これまで上記の認証

評価のような法令上の制度は講じられていない。そのような中，国立大学法人東京

学芸大学では，他の国公私立大学や教育委員会・学校関係者等の協力を得ながら，

開発研究プロジェクトを立ち上げ，学士課程における教員養成教育の評価システム

（教員養成教育認定）を開発し，評価活動を開始している。 
この評価システムは，各大学が任意で参加するものであり，教職課程を有する大

学における教員養成教育の多様性を尊重しつつ，学校や教育委員会の協力を得なが

ら，ピアレビューを中心とした，相互に学びあうコミュニティを形成し，大学の枠

を越えて学士課程段階の教員養成教育全体の質的向上に資することを目指してい

る。 
今後，このような取組が既存の一般財団法人教員養成評価機構などの評価団体等

に引き継がれ，継続・拡大され，各大学が主体的かつ恒常的に自己の教育内容や方

法・組織を検証しながら，相互評価を行うことにより，教員養成の質保証システム
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が確立されることは，我が国の教員養成に有意義であり，各大学の積極的な参加が

望まれる。 
大学の教職課程の第三者評価については，地域や大学の特性，学部等の専門分野

などに応じて，将来的には様々な評価主体によって全国的に取り組まれることが期

待される。このため，国としても教職課程の第三者評価を支援・促進するための方

策について今後検討していくことが求められる。 
 
ウ 教職課程担当教員の資質能力の向上等 
教職課程においては前述のように，教職に関する実践力の基礎や新たな教育課題

に対応できる力を持った教員の養成が求められる。そのためには従来の「教科に関

する科目」（別紙「見直しのイメージ」においては「教科に関する専門的事項」），「教

職に関する科目」の区分にかかわらず，教職課程の科目を担当する教員は，上記課

題に対応できる力を学生に身に付けさせることができるよう，指導力を高めること

が必要である。 
このため，大学においては，教職支援センター等の教職課程を統括する組織や教

職大学院が中心となって，教職課程の科目を担当する教員に対し，学校現場体験を

含む実践的な内容やこれらの教育課題に対応したＦＤなどを行うなどの取組を進

めることが必要である。また，教育委員会とも連携して学校現場に携わる教員等を

教職大学院をはじめとする大学の教職課程の教員として確保する取組も一層推進

すべきである。さらに，大学の教職課程における実務家教員の育成及び確保に資す

るため，大学と教育委員会が連携し，例えば希望する一部の教員に対して大学と学

校現場を交互に経験させるなどの人事上の工夫を行うことにより，理論と実践の両

方に強い教員を計画的に育成し，これらの者が，最終的には大学の教職課程を担う

教員として活躍できるようなキャリアパスを構築することも考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 


